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令和７年議案第４８号 

 

   江南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正につ

いて 

 

 江南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和７年４月２１日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成１４年法律第１５１号）の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからであ

ります。 
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   江南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正す

る条例（案） 

 

 江南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１８年条例第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信

技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第９条第１項」を「第１６条第１

項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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（参 考） 

江南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正す

る条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (目的)  (目的) 

第1条 この条例は、情報通信技術を活用

した行政の推進等に関する法律(平成14

年法律第151号)第16条第1項の規定の趣

旨にのっとり、市の機関に係る申請、届

出その他の手続等について、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法により行うことが

できるようにするための共通する事項を

定めることにより、市民の利便性の向上

を図るとともに、行政運営の簡素化及び

効率化に資することを目的とする。 

第1条 この条例は、行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律(平

成14年法律第151号)第9条第1項の規定の

趣旨にのっとり、市の機関に係る申請、

届出その他の手続等について、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法により行うこと

ができるようにするための共通する事項

を定めることにより、市民の利便性の向

上を図るとともに、行政運営の簡素化及

び効率化に資することを目的とする。 
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令和７年議案第４９号 

（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（建築）工事請負契約の締結について 

 令和７年４月１日一般競争入札に付した（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（建

築）工事について、下記のとおり契約を締結するため、江南市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）第２条の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

  令和７年４月２１日提出 

江南市長  澤田 和延

記 

１ 契約の目的 （仮称）江南市多世代交流プラザ建設（建築）工事 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 金 １，１００，０００，０００円 

４ 契約の相手方 佐藤工業・昭和土建・波多野特定建設工事共同企業体 

代表構成員  名古屋市東区泉一丁目２番３号 

佐藤工業株式会社 名古屋支店 

執行役員支店長 増井 義人 

構 成 員 江南市宮田町本田島１３１番地 

昭和土建株式会社 江南支店 

支店長 濱田 隆行 

構 成 員  江南市草井町南２３４番地 

株式会社波多野工務店 

代表取締役 波多野 智章 

提案理由 

 この案を提出するのは、（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（建築）工事を施工

するため、必要があるからであります。 
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令和７年議案第５０号 

（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（電気設備）工事請負契約の締結につい

て 

 令和７年４月１日一般競争入札に付した（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（電

気設備）工事について、下記のとおり契約を締結するため、江南市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）第２条の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

  令和７年４月２１日提出 

江南市長  澤田 和延

記 

１ 契約の目的 （仮称）江南市多世代交流プラザ建設（電気設備）工事 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 金 １９２，２８０，０００円 

４ 契約の相手方 一宮市大宮３丁目５番２５号 

奥村電機株式会社 

代表取締役 奥村 一彦 

提案理由 

 この案を提出するのは、（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（電気設備）工事を

施工するため、必要があるからであります。 
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（参　考）
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令和７年議案第５１号 

（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（管）工事請負契約の締結について 

 令和７年４月１日一般競争入札に付した（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（管）

工事について、下記のとおり契約を締結するため、江南市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）第２条の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

  令和７年４月２１日提出 

江南市長  澤田 和延

記 

１ 契約の目的 （仮称）江南市多世代交流プラザ建設（管）工事 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 金 １７２，７００，０００円 

４ 契約の相手方 江南市宮後町砂場東２６１番地 

株式会社ヤジマ 

代表取締役 矢島 聡 

提案理由 

 この案を提出するのは、（仮称）江南市多世代交流プラザ建設（管）工事を施工す

るため、必要があるからであります。 
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（参　考）
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